
 

保護者の方へ：予防接種をする前に必ずお読みください。  

小児用肺炎球菌定期予防接種のお知らせ 

 
予防接種法に基づく定期予防接種を次のとおり実施します。 
予防接種は，確実な免疫をつけるために規定された期間と接種間隔で受けることが大切です。 
規定された期間と接種間隔以外の接種は，任意によるものとして取り扱われ，有料となります

のでご注意ください。 

※ 令和６年４月１日から，従来の「１３価」に加え，「１５価」ワクチンが定期予防接種として接種が可能

になりました。すでに 1３価の接種を開始されている方も，医師にご相談のうえ，途中から１５価に切り替

えて規定の回数の接種を完了させることができます。 

なお，いずれも対象年齢や接種間隔・回数は同じです。 
 
１ 対象年齢・回数・間隔 

  接種を開始した月齢（年齢）により接種回数が異なりますので，ご注意ください。 

対象年齢 
接種開始時の 

月齢（年齢） 
回数 間隔 

生後２か月 

～５歳未満 

２か月 

～７か月未満 

初回 

３回 

27 日以上あけて３回 
 ２回目および３回目は２歳未満（標準的には 1 歳未満）

までに終了させる 

 ２回目および３回目が２歳を超えた場合は行わない（追

加接種は可能） 

 また，２回目が１歳を超えた場合，３回目は行わない（追

加接種は可能） 

追加 

１回 
初回接種終了後６０日以上あけて１歳以降に１回 

７か月 

～１２か月未満 

初回 

2 回 

27 日以上あけて２回 
 ２回目は２歳未満までに終了させる 

 ２回目が２歳を超えた場合は行わない（追加接種は可能） 

追加 

１回 
初回接種終了後６０日以上あけて１歳以降に１回 

１歳～２歳未満 ２回 ６０日以上あけて２回 

２歳～５歳未満 １回  

２ 接種方法 

【標準：初回の接種開始は生後 2 か月～7か月未満】 

      

 

 

 

３ 接種費用  無料（公費負担） 

４ 実施場所  調布市定期予防接種指定医療機関（別紙参照） 

※狛江市，世田谷区，三鷹市，府中市の医療機関でも予防接種を受けること

ができます。その際は，調布市の予診票を必ずお持ちください。 

５ その他   

(1) 接種前に別紙「予防接種を受ける際の注意点」を必ずお読みください。 
(2) 接種を希望する方は，必ず医療機関にご予約ください。 
(3) 接種当日は，予診票・母子健康手帳・健康保険証をお持ちください。 
 

 

 

 

問合せ／調布市福祉健康部健康推進課 電話０４２－４４１－６１００ 
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裏面あり 

27 日以上 

 

60 日以上 

初回１回目 初回２回目 追加（1 歳以降） 

【標準：1歳~1歳 3か
月未満で接種】 

 

27 日以上 

 

初回 3回目  

【標準：1歳未満ま
でに終了】 



 

 

 

 

 肺炎球菌感染症とは  
 肺炎球菌は，細菌による子どもの感染症の二大原因のひとつです。この菌は子どもの多くが鼻

の奥に保菌していて，ときに細菌性髄膜炎，菌血症，肺炎，副鼻腔炎，中耳炎といった病気を起

こします。 

肺炎球菌による化膿性髄膜炎の罹患率は，ワクチン導入前は５歳未満人口 10 万対 2.6～ 

2.9 とされ，年間 150 人前後が発症していると推定されていました。致命率や後遺症例（水頭

症，難聴，精神発達遅滞など）の頻度はヒブによる髄膜炎より高く，約 21％が予後不良とされ

ています。現在は，肺炎球菌ワクチンが普及し，肺炎球菌性髄膜炎などの侵襲性感染症は激減し

ました。 

 

小児用肺炎球菌ワクチンについて 
小児の肺炎球菌ワクチンは，子どもで重い病気を起こしやすい 13 ないし 15 の血清型につい

て，細菌性髄膜炎などを予防するようにつくられたものです。 

小児の肺炎球菌ワクチンは，平成 12 年にアメリカでまず 7 価ワクチンとして接種が開始さ

れ，平成 22 年から 13 価ワクチンに切り替えられました。その後，従来の 13 価に２価を加え

た 15 価ワクチンが，小児にも拡大適応され，有効性の向上が期待できることから，令和６年４

月から 15 価も新たに定期接種の対象となりました。 

小児用肺炎球菌のワクチン接種は多くの国で行われており，細菌性髄膜炎や菌血症を減少させ

ることが報告されています。わが国では，平成 25 年 11 月から接種できるようになり，同様に

侵襲性肺炎球菌感染症は減少しています。 

 

副反応について 
副反応は，主として接種局所の紅斑，腫脹（はれ），硬結（しこり），全身反応として食欲減退，

傾眠，発熱などが認められています。 

 

「予防接種健康被害救済制度」について 
 定期予防接種によって引き起こされた副反応により，医療機関での治療が必要になったり，

生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には，予防接種法に基づく給

付（医療費，医療手当，障害年金，死亡一時金等）を受けることができます。給付申請の必要

が生じた場合には，健康推進課へご相談ください。 

小児用肺炎球菌 


